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青森県資源管理指針 

 
第１ 青森県の海洋生物資源の保存及び管理に関する基本的な考え方 

１ 本県の水産業は、平成２０年において、生産量が２３万８千トンで全国第４位、生産額が  

５４０億円で全国第７位と全国でも有数の漁獲実績を誇っており、漁業就業者数は平成２０年

現在において１万１千人となっている。また、遠洋漁業及び沖合漁業の基地として発展してき

た八戸市を中心として水産加工業の生産も盛んであり、特に沿岸域において水産業は中核的な

産業となっている。 
このように、水産業は本県にとって極めて重要な産業であり、今後とも水産業の発展を図っ

ていくためには海洋生物資源を適切に管理し、合理的に利用していくことが必要である。 
２ 本県は、太平洋、津軽海峡及び日本海海域に三方を囲まれるとともに、大型内湾である陸奥

湾を有していることから、我が国有数の好漁場が形成されている。 
しかしながら、わが国周辺水域における海洋生物資源の多くが低水準、減少傾向にあり、本

県海域においても低水準、減少傾向にある海洋生物資源が多くなってきている。 
今後ともこのような状況が継続すれば県民、国民のニーズへの的確な対応のみならず、地域

の経済の発展への重大な支障となるおそれがある。 
３ このようなことから、県としては従来から漁業の管理、資源管理型漁業の推進等種々の保存

管理措置を講じてきたところであり、この結果、県の魚ひらめの資源が増加するなど、地先の

資源を主体として多くの海洋生物資源の保存及び管理が図られるようになってきているが、よ

り一層の適切な海洋生物資源の保存及び管理により水産物の生産を更に安定的で持続的なも

のとするため、本指針において示す資源管理措置を講じることとする。 
４ また、本指針において示す資源管理措置の他、太平洋北部沖合性カレイ類資源回復計画、日

本海北部マガレイ・ハタハタ資源回復計画、マサバ太平洋系群資源回復計画、マダラ陸奥湾産

卵群資源回復計画、スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画、青森県ウスメバル資源回復計

画、青森県イカナゴ資源回復計画及び青森県太平洋海域ヒラメ資源回復計画における管理措置、

さらには、公的規制や現状の資源管理を踏まえつつ、適切な管理措置を講じることとする。 
５ なお、本指針における公的規制とは、漁業関係法令に基づく各種規制（漁業権行使規則及び

海区及び広域漁業調整委員会指示を含む。）を指すものとするが、公的規制であっても従来自

主的に実施された資源管理のための取組であって、水産基本計画（平成１４年３月閣議決定）

に基づく取組の開始された平成１４年度以降にこれら公的措置に移行したものについては、本

指針においては、自主的取組とみなし、取り扱うものとする。 
 
第２ 海洋生物資源等毎の動向及び管理の方向 

【魚種別資源管理】 

１ ヒラメ 
（１）漁獲と資源の状況 

ヒラメは、ほぼ周年にわたって県内全域で漁獲される。日本海から津軽海峡西部にかけて
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は５月～７月に底建網、一本釣で、陸奥湾から太平洋北部にかけては５月～７月及び１１月

～１月に定置網、底建網、さし網で、太平洋南部では９月～１０月にさし網で、１１月～５

月に底びき網で主に漁獲される。 

本県の漁獲量は、昭和５２年から平成元年にかけて減少したが、その後増加し、平成１２

年に過去最高の１，８０７トンであった。翌年から平成１６年まで減少した後、平成１９年

にかけて増加した。ここ２年間は減少し、平成２１年の漁獲量は１，０３２トンであった。 
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青森県におけるヒラメ漁獲量及び漁獲金額の推移 

（２）資源管理目標 
青森県では、平成２年度に策定したひらめ資源管理指針などにより、全長３５ｃｍ未満魚

の再放流などで県内全域でのヒラメの資源管理を進めてきた。また、平成２年以降、年間  

２００万尾の計画で種苗放流を行い、資源造成に取り組んでいる。 
青森県における漁獲水準は高位であり、平成１８年以降、年間１，０００トン以上の漁獲

を維持していることから、現状の資源管理を踏まえつつ、平成２３年から２７年の５ヵ年に

おいて、以下に示す管理措置を行うことにより、年間漁獲量１，０００トンを維持すること

を目標とする。 
（３）資源管理措置 

ヒラメ資源を漁獲対象とする、定置漁業、底建網漁業、さし網漁業、一本釣漁業及び小型

機船底びき網漁業については、特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、後述

する漁業種類別資源管理により、全ての魚種を対象に包括的に管理措置を講じることとする。 
 
２ ウスメバル 
（１）漁獲と資源の状況 

青森県日本海側では６月～８月にさし網で、一本釣では周年漁獲され、盛漁期は５月～８

月である。主に水深８０～１５０ｍで漁獲される。太平洋・津軽海峡海域では釣り、太平洋

北部では５月～６月に底建網により漁獲される。３～４歳から漁獲される。 

漁獲量は昭和４７年代～昭和５４年に６００～１，０００トンの漁獲があったが、その後

減少した。平成９年に６４６トンにまで回復したが、再び減少した。平成２１年は前年を下

回り４９１トンであった。 
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青森県におけるウスメバル漁獲量及び漁獲金額の推移 

（２）資源管理目標 
青森県では、平成１９年３月に策定した青森県ウスメバル資源回復計画などにより小型魚

の荷受け制限（日本海地区１１０ｇ以下、津軽海峡地区９０ｇ以下）や休漁日の設定等でウ

スメバルの資源管理を進めてきた。また、魚礁及び増殖場の整備による漁場環境の保全によ

り、ウスメバル資源の造成に取り組んでいる。 
青森県における漁獲水準は中位であり、漁獲の動向は横ばい傾向であることから、現状の

資源管理を踏まえつつ、以下に示す管理措置を行うことにより、現状の漁獲量を維持するこ

とを目標とする。 
（３）資源管理措置 

ウスメバル資源を漁獲対象とする、定置漁業、底建網漁業、さし網漁業及び一本釣漁業に

ついては、特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、後述する漁業種類別資源

管理により、全ての魚種を対象に包括的に管理措置を講じることとする。 
 
３ マダラ 
（１）漁獲と資源の状況 

青森県では、全域で漁獲される。太平洋ではほぼ周年、日本海では夏場を除きほぼ周年、

津軽海峡及び陸奥湾では１２月～３月に漁獲される。太平洋では定置網、さし網、一本釣、

はえ縄、底びき網などで、日本海では定置網、底建網、さし網、一本釣、底びき網などで、

津軽海峡及び陸奥湾では、定置網、底建網、さし網などで漁獲される。 

陸奥湾では産卵期前後の１２月から２月にかけて主に定置網、底建網で漁獲される。陸

奥湾の海水は、一般に津軽暖流が陸奥湾西岸寄りから流入し、冬季には東岸寄りから湾内で

冷やされた水が流出する。そのためマダラが産卵のために回帰する「魚道」が東岸寄りに形

成されやすいとされている。陸奥湾では３歳から漁獲される。 

青森県における漁獲量は、昭和４８年に１０，１２５トンで最高となったが、その後減

少し、平成６年には１，４９８トンで最低となった。その後は増加傾向で、平成２１年は    

４，６７８トンであった。 

陸奥湾における漁獲量は、昭和５０年以降増加し、昭和６１年の２，０３５トンを最高
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に平成３年まで１，３００～２，０００トンの漁獲であったが、それ以後減少を続け、平成

１８年には昭和５０年以降最低の２５トンまで落ち込んだ。平成２１年は１８６トンと増加

した。 
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青森県におけるマダラ漁獲量及び漁獲金額の推移 
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陸奥湾におけるマダラ漁獲量及び漁獲金額の推移 

（２）資源管理目標 
青森県では、平成１９年３月に策定したマダラ陸奥湾産卵群資源回復計画などにより、陸

奥湾地区の底建網漁業及び小型定置漁業や太平洋の沖合底びき網漁業による、放卵・放精後

の親魚及び小型魚の再放流等でマダラの資源管理を進めてきた。また、年間６万尾の計画で

種苗放流を行い、資源造成に取り組んでいる。 
青森県における漁獲水準は中位であり、漁獲の動向は増加傾向であることから、現状の資

源管理を踏まえつつ、以下に示す管理措置を行うことにより、現状の漁獲量を維持すること

を目標とする。 
（３）資源管理措置 

マダラ資源を漁獲対象とする、定置漁業、底建網漁業、さし網漁業、一本釣漁業、はえ縄

漁業及び小型機船底びき網漁業については、特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいこ

とから、後述する漁業種類別資源管理により、全ての魚種を対象に包括的に管理措置を講じ
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ることとする。 
 
４ イカナゴ 
（１）漁獲と資源の状況 

青森県陸奥湾及び津軽海峡海域では３月～５月に光力利用敷網及び定置網で、太平洋海域

では４月～５月に光力利用敷網で主に漁獲される。当歳魚が漁獲対象となる。 

漁獲量は昭和５４年の１，６０６トンを最後に、昭和５５年以降１，０００トン以下の状

況が続き、平成７年からは変動幅は大きいものの１，０００トンを超える漁獲があった。し

かし、近年は減少傾向にあり、平成２１年は３６１トンであった。 
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青森県におけるイカナゴ漁獲量及び漁獲金額の推移 

（２）資源管理目標 
青森県では、平成１９年３月に策定した青森県イカナゴ資源回復計画などにより漁期の短

縮や操業統数の制限等でイカナゴの資源管理を進めてきた。 
青森県における漁獲水準は低位であり、漁獲の動向は減少傾向であることから、現状の資

源管理を踏まえつつ、以下に示す管理措置を行うことにより、減少傾向に歯止めをかけるこ

とを目標とする。 
（３）資源管理措置 

① 光力利用敷網漁業（こうなご光力利用敷網漁業） 
イカナゴ資源については、近年減少傾向で推移しており、減少傾向に歯止めをかけるた

め、光力利用敷網漁業においては漁業調整規則、許可内容、制限又は条件、漁業権行使規

則を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
１）休漁の設定 

② 小型定置漁業 
イカナゴ資源を漁獲対象とする、小型定置漁業については、特定の魚種を選択的に漁獲

することは難しいことから、後述する漁業種類別資源管理により、全ての魚種を対象に包

括的に管理措置を講じることとする。 
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５ シラウオ 
（１）漁獲と資源の状況 

 小川原湖では、９月～３月にひき網や定置などで漁獲される。小川原湖での漁獲量は昭和

５５年度から平成５年度まで、８００トンを越す漁獲があったが、その後は減少傾向となっ

ている。平成２１年度は前年並の５０４トンであった。 

小川原湖では、平成１６年度に漁獲量が急減したため、漁期途中から禁漁措置を取るなど

資源管理の取り組みにより、平成１８年度には６２９トンにまで回復したが、その後は再び

減少傾向となっている。 
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（２）資源管理目標 
小川原湖では、小川原湖漁業協同組合で定める操業期間、操業時間、漁獲量制限及び休漁

日などによりシラウオの資源管理を進めてきた。 
小川原湖における漁獲水準は中位であるものの、漁獲の動向は減少傾向であることから、

現状の資源管理を踏まえつつ、以下に示す管理措置を行うことにより、減少傾向に歯止めを

かけることを目標とする。 
（３）資源管理措置 

① ひき網漁業（しらうお船曳網漁業） 
シラウオ資源については、近年漁獲量が減少傾向で推移しており、減少傾向に歯止めを

かけるため、ひき網漁業においては漁業調整規則、許可内容、制限又は条件、漁業権行使

規則を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
１）漁獲量制限（１日１隻あたり漁獲量の上限設定） 
また、上記で定める資源管理措置の他、休漁日、禁漁期間の設定、操業時間の制限等の

資源管理措置についても、従前通り取り組むことにより、積極的な資源の維持増大に努め

ることとする。 
 

６ ワカサギ 
（１）漁獲と資源の状況 

 小川原湖では、９月～３月にひき網や定置網などで漁獲される。小川原湖での漁獲量は昭

和５８年度に最高となる９８８トンを記録したが、翌年の昭和５９年度には４９４トンにま
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で急減し、その後は４５０～６６０トンで推移した。平成１６年度には３３１トンと漁獲量

が急減したため、漁期途中から禁漁措置による資源管理を行い、平成１７年度には５１２ト

ンにまで回復した。その後は横ばい傾向で推移しており、平成２１年度の漁獲量は５４８ト

ンであった。 
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（２）資源管理目標 
小川原湖では、小川原湖漁業協同組合で定める操業期間、操業時間、漁獲量制限及び休漁

日などによりワカサギの資源管理を進めてきた。 
小川原湖における漁獲水準は中位であり、漁獲の動向は横ばい傾向であることから、現状

の資源管理を踏まえつつ、以下に示す管理措置を行うことにより、現状の漁獲量を維持する

ことを目標とする。 
（３）資源管理措置 

① ひき網漁業（わかさぎ船曳網漁業） 
ワカサギ資源については、近年漁獲量が安定して推移しており、今後ともこの状況を維

持するため、ひき網漁業においては漁業調整規則、許可内容、制限又は条件、漁業権行使

規則を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
１）漁獲量制限（１日１隻あたり漁獲量の上限設定） 
また、上記で定める資源管理措置の他、休漁日、禁漁期間の設定、操業時間の制限等の

資源管理措置についても、従前通り取り組むことにより、積極的な資源の維持増大に努め

ることとする。 

 
７ スルメイカ 
（１）漁獲と資源の状況 

 青森県沿岸では、５月～２月に釣り、定置網などで漁獲される。スルメイカは海外でも漁

獲されるため、平成１６年までは海外及び近海で漁獲される全てのスルメイカ漁獲量を統計

値として把握していた。平成１７年以降の青森県近海でのスルメイカ漁獲量は、年変動はあ

るものの４万～８万トンで推移している。平成２１年は前年を上回り６９，７２３トンであ

った。 
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青森県におけるスルメイカ漁獲量及び漁獲金額の推移 
（２）資源管理目標 

青森県では、青森県小型いか釣漁業協議会で定める、漁獲量の上限及び休漁日などにより

スルメイカの資源管理を進めてきた。 
青森県における漁獲水準は中位であり、漁獲の動向は横ばい傾向であることから、現状の

資源管理を踏まえつつ、以下に示す管理措置を行うことにより、現状の漁獲量を維持するこ

とを目標とする。 
（３）資源管理措置 

① いかつり漁業 
スルメイカ資源については、近年漁獲量が安定して推移しており、今後ともこの状況を

維持するため、いか釣漁業においては漁業調整規則、許可内容、制限又は条件、漁業権行

使規則を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
１）休漁の設定 
また、上記で定める資源管理措置の他、１日１隻あたり漁獲量の上限設定、光力上限制

限等の資源管理措置についても、従前通り取り組むことにより、積極的な資源の維持増大

に努めることとする。 
なお、他道府県海域で操業する者にあっては、自県海域同様、当該海域における公的資

源管理措置を遵守するとともに、資源の維持増大のための措置についても取り組む必要が

ある。 

② 定置及び底建網漁業 
スルメイカ資源を漁獲対象とする、定置漁業及び底建網漁業については、特定の魚種を

選択的に漁獲することは難しいことから、後述する漁業種類別資源管理により、全ての魚

種を対象に包括的に管理措置を講じることとする。 
 
８ ヤリイカ 
（１）漁獲と資源の状況 

 青森県沿岸では、１１月～５月に底建網、定置網、底びき網、光力利用敷網などで主に漁

獲される。 
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漁獲量は、昭和６０年に５４３トンで最低となって以降は増加に転じ、２，０００～   

４，０００トンで推移した。平成１６年に１，２３８トンにまで落ち込んだ後は、再び増加

傾向となったが、平成２１年は１，０７４トンと減少した。 
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青森県におけるヤリイカ漁獲量及び漁獲金額の推移 
（２）資源管理目標 

青森県では、ヤリイカ産卵礁の設置等、漁場環境の整備によりヤリイカ資源の造成を進め

てきた。 
青森県における漁獲水準は中位であるものの、漁獲の動向は減少傾向であることから、現

状の資源管理を踏まえつつ、以下に示す管理措置を行うことにより、減少傾向に歯止めをか

けることを目標とする。 
（３）資源管理措置 

① 光力利用敷網漁業（やりいか光力利用敷網漁業） 
ヤリイカ資源については、近年漁獲量が減少傾向で推移しており、減少傾向に歯止めを

かけるため、光力利用敷網漁業においては漁業調整規則、許可内容、制限又は条件、漁業

権行使規則を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
１）休漁の設定 

② 定置及び底建網漁業 
ヤリイカ資源を漁獲対象とする、定置漁業及び底建網漁業については、特定の魚種を選

択的に漁獲することは難しいことから、後述する漁業種類別資源管理により、全ての魚種

を対象に包括的に管理措置を講じることとする。 
 
９ ミズダコ 
（１）漁獲と資源の状況 

青森県では、タコたる流し、タコ篭、タコ箱、底建網、さし網などで漁獲され、ごく沿岸

から水深８０ｍ付近で漁獲される。太平洋、日本海では底びき網でも漁獲される。２歳以降

から漁獲されるサイズとなる。 

青森県における漁獲量は、昭和６１年に３，４２６トンで最高となったが、その後減少し、

平成３年には１，７４４であった。その後は増加と減少を繰り返し、平成１４年には    

３，０２３トンまで増加したが、それ以降減少傾向で、平成２１年は１，８５７トンであっ
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た。 

津軽海峡における漁獲量は、昭和５０年代は概ね１，０００トン以下であったが、昭和  

６１年に１，９４５トンに急増した。その後、１，０００～２，０００トンの間で推移し、

最近では平成１４年のピーク以降減少傾向であり、平成２１年は１，０５４トンであった。  
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青森県におけるミズダコ漁獲量及び漁獲金額の推移 

※統計ではミズダコ以外のタコも含むが、大半がミズダコの数値。 
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青森県津軽海峡におけるミズダコ漁獲量及び漁獲金額の推移 
※統計ではミズダコ以外のタコも含むが、大半がミズダコの数値。 

（２）資源管理目標 
青森県では、平成２年に青森県漁業協同組合連合会が主体となって定めた、小型個体の再

放流、操業期間の制限などにより、ミズダコの資源管理を進めてきた。現在は日本海から太

平洋北部地域のほぼ全域で、体重３ｋｇ未満個体の再放流と、休漁期間を７月１日から１０

月３１日に定め、ミズダコの資源管理に取り組んでいる。 
青森県における漁獲水準は中位であるものの、近年漁獲量が減少傾向で推移していること

から、現状の資源管理を踏まえつつ、本計画により以下に示す管理措置を行うことにより、

減少傾向に歯止めをかけることを目標とする。 
（３）資源管理措置 

① タコ篭・はえ縄・タコたる流漁業 
ミズダコ資源については、近年漁獲量が減少傾向で推移しており、減少傾向に歯止めを

かけるため、タコ篭・はえ縄・タコたる流漁業においては漁業調整規則、漁業権行使規則
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を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
１）休漁の設定 
また、上記で定める資源管理措置の他、３ｋｇ未満個体再放流等の資源管理措置につい

ても、従前通り取り組むことにより、積極的な資源の維持増大に努めることとする。 

 
１０ ナマコ 
（１）漁獲と資源の状況 

青森県の各沿岸で漁獲されるが、陸奥湾が県漁獲量の大半を占めている。けた網、たもを

使った底見、さし網、潜水器などで漁獲される。冬季が漁期の中心となっている。 
漁獲量は、昭和６３年の２９３トンから、平成１９年の最高１，６５３トンまで急増した

が、一部地域の資源量の減少と単価の下落によって減少に転じ、平成２１年は１，１９０ト

ンであった。 
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青森県におけるナマコ漁獲量及び漁獲金額の推移 
（２）資源管理目標 

青森県では、地先毎に自主的に定めた、操業時間、禁漁区、休漁日及び漁獲サイズ制限な

どにより、ナマコの資源管理を進めてきた。また、種苗放流を行い、資源造成に取り組んで

いる。 
青森県における漁獲水準は高位であるものの、近年漁獲量が減少傾向で推移していること

から、現状の資源管理を踏まえつつ、以下に示す管理措置を行うことにより、減少傾向に歯

止めをかけることを目標とする。 
（３）資源管理措置 

① けた網漁業（なまこ雑けた網漁業） 
ナマコ資源については、近年漁獲量が減少傾向で推移しており、減少傾向に歯止めをか

けるため、けた網漁業においては漁業調整規則、許可内容、制限又は条件、漁業権行使規

則を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
１）休漁の設定 
また、上記で定める資源管理措置の他、漁獲量の上限設定、操業時間設定、操業区域設

定、漁獲物規制、種苗放流、漁場整備等の資源管理措置についても、従前通り取り組むこ

とにより、積極的な資源の維持増大に努めることとする。 
② 採貝漁業（なまこ採貝漁業） 
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ナマコ資源については、近年漁獲量が減少傾向で推移しており、減少傾向に歯止めをか

けるため、採貝漁業においては漁業調整規則、漁業権行使規則を遵守するほか、自主的措

置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
１）休漁の設定 
また、上記で定める資源管理措置の他、漁獲量の上限設定、操業時間設定、操業区域設

定、漁獲物規制、種苗放流、漁場整備等の資源管理措置についても、従前通り取り組むこ

とにより、積極的な資源の維持増大に努めることとする。 
③ 潜水器漁業（なまこ潜水器漁業） 

ナマコ資源については、近年漁獲量が減少傾向で推移しており、減少傾向に歯止めをか

けるため、潜水器漁業においては漁業調整規則、許可内容、制限又は条件、漁業権行使規

則を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
１）休漁の設定 
また、上記で定める資源管理措置の他、漁獲量の上限設定、操業時間設定、操業区域設

定、漁獲物規制、種苗放流、漁場整備等の資源管理措置についても、従前通り取り組むこ

とにより、積極的な資源の維持増大に努めることとする。 
④ さし網漁業 

ナマコ資源を漁獲対象とする、さし網漁業については、特定の魚種を選択的に漁獲する

ことは難しいことから、後述する漁業種類別資源管理により、全ての魚種を対象に包括的

に管理措置を講じることとする。 
 

１１ ウバガイ（ホッキガイ） 
（１）漁獲と資源の状況 

青森県では、八戸市から六ヶ所村沿岸砂浜域において、けた網で漁獲される。ウバガイ

は砂の中に棲んでいるため、けたと呼ばれる爪のある漁具に袋網をつけて、海底をひっかく

ように曳いて漁獲する。近年は、貝を傷付けないようにポンプで水流を送り砂から掘り起す

ような噴流式のけた網が主流となっている。 
青森県太平洋海域における漁獲量は、昭和６０年以降増加傾向にあり、近年は     

１，０００トン前後で推移している。平成２１年の漁獲量は９６８トンであった。 
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青森県太平洋海域におけるウバガイ漁獲量及び漁獲金額の推移 
（２）資源管理目標 
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青森県では、三沢市漁協、百石町漁協、市川漁協、八戸みなと漁協の４漁協で組織する「北

浜海域ほっき貝資源対策協議会」で定めた１日１隻あたりの漁獲量上限などにより、ウバガ

イの資源管理を進めてきた。 
青森県太平洋海域における漁獲水準は中位であり、漁獲の動向は横ばい傾向であることか

ら、現状の資源管理を踏まえつつ、以下に示す管理措置を行うことにより、現状の漁獲量を

維持することを目標とする。 
（３）資源管理措置 

① けた網漁業（ほっきがい雑けた網漁業） 
ウバガイ資源については、近年漁獲量が安定して推移しており、今後ともこの状況を維

持するため、けた網漁業においては漁業調整規則、許可内容、制限又は条件、漁業権行使

規則を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
１）漁獲量制限（１日１隻あたり漁獲量の上限設定） 
また、上記で定める資源管理措置の他、休漁日、禁漁期間の設定、操業時間の制限等の

資源管理措置についても、従前通り取り組むことにより、積極的な資源の維持増大に努め

ることとする。 

 
１２ シジミ 
（１）漁獲と資源の状況 

 青森県の主産地は小川原湖と十三湖で、周年じょれんで漁獲される。成長は個体差、地域

差が大きく、小川原湖では満１年で殻長１ｍｍ程度に成長し、４～６年で漁獲されるサイズ

（殻長約１９ｍｍ以上）となる。 

漁獲量は、平成１５年までは４，０００～５，０００トンと安定していたが、平成１６年

以降減少傾向となっている。平成２１年は２，７８６トンであった。 
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青森県におけるシジミ漁獲量の推移 
（２）資源管理目標 

十三湖及び小川原湖では、湖ごとに自主的に定めた、操業時間、漁獲量制限及び休漁日な

どによりシジミの資源管理を進めてきた。小川原湖では、シジミ資源造成のため、種苗放流

を行っており、平成２１年は１０億個レベルの種苗放流を実施している。 
青森県における漁獲水準は中位であるものの、漁獲の動向は減少傾向であることから、現



- 14 - 
 

状の資源管理を踏まえつつ、以下に示す管理措置を行うことにより、減少傾向に歯止めをか

けることを目標とする。 
（３）資源管理措置 

① しじみ漁業（じょれん） 
シジミ資源については、近年漁獲量が減少傾向で推移しており、減少傾向に歯止めをか

けるため、しじみ漁業においては漁業調整規則、漁業権行使規則を遵守するほか、自主的

措置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
１）休漁の設定 
また、上記で定める資源管理措置の他、１日１隻あたり漁獲量制限、操業時間制限、漁

具制限、休漁区の設定等の資源管理措置についても、従前通り取り組むことにより、積極

的な資源の維持増大に努めることとする。 

 
１３ アワビ 
（１）漁獲と資源の状況 

青森県の各沿岸に生息するが、津軽海峡から太平洋沿岸で多く漁獲される。鉤や鉾を使っ

た底見、潜水器によって冬季を中心に漁獲される。 
漁獲量は、昭和４５年に２１８トンで最高を記録し、こののち、昭和５８年までは１００

トンを上回る漁獲があったが、異常低水温によるへい死が報告された昭和５９年に急減した。

その後天然発生の不調が続いたことなどにより、平成元年から７年間２７トン以下に留まっ

たが、平成８年以降は５０トン前後で推移している。平成２１年の漁獲量は４６トンであっ

た。 
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青森県におけるアワビ漁獲量及び漁獲金額の推移 
（２）資源管理目標 

青森県では、地先毎に自主的に定めた、操業時間、禁漁区及び休漁日などによりアワビの

資源管理を進めてきた。また、年間２５０万個の計画で種苗放流を行い、資源造成に取り組

んでいる。 
青森県における漁獲水準は低位であるものの、平成８年以降、漁獲の動向は横ばい傾向で

安定的に推移していることから、現状の資源管理を踏まえつつ、以下に示す管理措置を行う

ことにより、現状の漁獲量を維持することを目標とする。 
（３）資源管理措置 
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① 採貝漁業（あわび採貝漁業） 
アワビ資源については、近年漁獲量は安定的に推移していることから、現状の漁獲量を

維持するため、採貝漁業においては漁業調整規則、漁業権行使規則を遵守するほか、自主

的措置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
１）休漁の設定 
また、上記で定める資源管理措置の他、操業時間の制限、禁漁区の設定等の資源管理措

置についても、従前通り取り組むことにより、積極的な資源の維持増大に努めることとす

る。 

② 潜水器漁業（あわび潜水器漁業） 
アワビ資源については、近年漁獲量は安定的に推移していることから、現状の漁獲量を

維持するため、潜水器漁業においては漁業調整規則、許可内容、制限又は条件、漁業権行

使規則を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
１）休漁の設定 
また、上記で定める資源管理措置の他、操業時間の制限、禁漁区の設定等の資源管理措

置についても、従前通り取り組むことにより、積極的な資源の維持増大に努めることとす

る。 

 
１４ ホタテガイ（地まき） 
（１）漁獲と資源の状況 

 青森県におけるホタテガイの生産量は、近年、陸奥湾における養殖ホタテガイの生産量が

大半を占めるが、地まきホタテガイは陸奥湾及び津軽海峡の一部地域で、けた網漁業により

漁獲される。陸奥湾ではほぼ周年、津軽海峡では５月～８月を中心に漁獲される。 

陸奥湾及び津軽海峡でのけた網漁業による漁獲量は、昭和５６年から平成６年まで年変動

はあるものの３，５００～１１，０００トンの漁獲があったが、その後減少し、平成１７年

には、昭和５６年以降最低となる３９４トンにまで減少した。平成２１年は前年並の    

１，０４８トンであった。 
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陸奥湾及び津軽海峡におけるけた網漁業でのホタテガイ 

漁獲量及び漁獲金額の推移 
 



- 16 - 
 

（２）資源管理目標 
青森県では、地先毎に自主的に定めた、操業時間、休漁区及び休漁日などにより地まきホ

タテガイの資源管理を進めてきた。また、年間５，０００万個の計画で種苗放流を行い、資

源造成に取り組んでいる。 
青森県における漁獲水準は低位であるものの、近年の漁獲の動向は、横ばい傾向で安定的

に推移していることから、現状の資源管理を踏まえつつ、以下に示す管理措置を行うことに

より、現状の漁獲量を維持することを目標とする。 
（３）資源管理措置 

① けた網漁業（ほたてけた網漁業） 
ホタテガイ資源については、近年漁獲量は安定的に推移していることから、現状の漁獲

量を維持するため、けた網漁業においては漁業調整規則、許可内容、制限又は条件、漁業

権行使規則を遵守するほか、自主的措置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
１）休漁の設定 
また、上記で定める資源管理措置の他、種苗放流等の資源管理措置についても、従前通

り取り組むことにより、積極的な資源の維持増大に努めることとする。 

 
１５ コンブ 
（１）漁獲と資源の状況 

 青森県では、津軽海峡で７月～１２月に、太平洋海域で５月～１２月に主に漁獲される。

鉤を使った底見や、拾いコンブ漁などで漁獲される。 

漁獲量は平成元年に１２，６４４トンを記録したが、その後は減少し、平成１２年には  

８９０トンにまで落ち込んだ。平成１４年には５，６７４トンにまで回復したが、再び減少

し、平成２１年は２，２３９トンであった。 
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青森県におけるコンブ漁獲量及び漁獲金額の推移 
（２）資源管理目標 

青森県では、地先毎に自主的に定めた、操業時間、禁漁区、休漁日などにより、コンブの

資源管理を進めてきた。また、藻場造成や雑藻駆除などによる漁場環境の保全により、コン

ブ資源の造成に取り組んでいる。 
青森県における漁獲水準は低位であるものの、近年の漁獲の動向は、横ばい傾向で安定的
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に推移していることから、現状の資源管理を踏まえつつ、以下に示す管理措置を行うことに

より、現状の漁獲量を維持することを目標とする。 
（３）資源管理措置 

① 採藻漁業（こんぶ漁業） 
コンブ資源については、近年漁獲量は安定的に推移していることから、現状の漁獲量を

維持するため、採藻漁業においては漁業調整規則、漁業権行使規則を遵守するほか、自主

的措置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
１）禁漁期間の設定 
また、上記で定める資源管理措置の他、操業時間の制限等の資源管理措置についても、

従前通り取り組むことにより、積極的な資源の維持増大に努めることとする。 

 
１６ ワカメ 
（１）漁獲と資源の状況 

 青森県では、１月～７月に主に漁獲される。鉤を使った底見などで漁獲される。 

漁獲量は昭和３８年に５，９６９トンを記録したが、その後は減少し、昭和４９年以降は

１，０００トン以下の漁獲量となっている。平成２１年は６２トンであった。 
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青森県におけるワカメ漁獲量及び漁獲金額の推移 
（２）資源管理目標 

青森県では、地先毎に自主的に定めた、操業時間、休漁日などにより、ワカメの資源管理

を進めてきた。また、藻場造成や雑藻駆除などによる漁場環境の保全により、ワカメ資源の

造成に取り組んでいる。 
青森県における漁獲水準は低位であるものの、近年の漁獲の動向は、横ばい傾向で安定的

に推移していることから、現状の資源管理を踏まえつつ、以下に示す管理措置を行うことに

より、現状の漁獲量を維持することを目標とする。 
（３）資源管理措置 

① 採藻漁業（わかめ漁業） 
ワカメ資源については、近年漁獲量は安定的に推移していることから、現状の漁獲量を

維持するため、採藻漁業においては漁業調整規則、漁業権行使規則を遵守するほか、自主

的措置として、下記の措置に取り組む必要がある。 
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１）禁漁期間の設定 
また、上記で定める資源管理措置の他、操業時間の制限等の資源管理措置についても、

従前通り取り組むことにより、積極的な資源の維持増大に努めることとする。 

 

【漁業種類別資源管理】 

１ 定置及び底建網漁業 
（１）漁獲の状況 

定置及び底建網漁業については、サケ、スルメイカ、ブリ、ヒラメなどを主な漁獲対象魚

種とするが、特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、魚種別に資源管理措置

を行うこととはせず、全ての魚種を対象に包括的に管理措置を講じることとする。 

本県における定置及び底建網漁業の漁獲量は、昭和５９年に最高となる３４，２２７トン

を記録したがその後減少し、昭和６２年には１５，６５６トンとなった。その後は、増減を

繰り返しながら、平成８年には２４，６００トンにまで回復したが再び減少した。平成１１

年以降は１５，０００トン前後で安定的に推移しており、平成２１年の漁獲量は１５，４４

３トンであった。 
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青森県における定置及び底建網漁業漁獲量及び漁獲金額の推移 

（２）資源管理措置 
定置及び底建網漁業については、サケ、スルメイカ、ブリ、ヒラメなどを主な漁獲対象魚

種とするが、特定の魚種を選択的に漁獲することは難しい。また、いずれの魚種も来遊状況

によって漁獲量は年により大きく変動する。 

一方、全体の漁獲量は近年安定して推移しており、今後ともこの状況を維持するためには、

漁業調整規則、許可内容、制限又は条件、漁業権行使規則を遵守する他、自主的措置として

下記の措置に取り組む必要がある。 
１）禁漁期間の設定 
２）ヒラメ種苗放流 
※ ヒラメが漁獲されない漁場、期間においては、２）ヒラメ種苗放流を除く。 

また、上記で定める資源管理措置の他、ヒラメ全長３５ｃｍ未満魚再放流、マコガレイ全

長２０ｃｍ未満魚再放流、マガレイ全長１５ｃｍ未満魚再放流（日本海地区）、マダラ放卵・
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放精後の親魚及び小型魚の再放流（陸奥湾地区）、マダイ当歳魚再放流（日本海地区）、キア

ンコウ２ｋｇ未満魚再放流（風間浦村地区）、ミズダコ３ｋｇ未満個体再放流（日本海～太平

洋北部地区）、陸奥湾湾口地区における小型定置の操業統数制限（青森県イカナゴ資源回復計

画）等の資源管理措置についても、従前通り取り組むことにより、積極的な資源の維持増大

に努めることとする。 

 
２ さし網漁業 
（１）漁獲の状況 

さし網漁業については、マダラ、キアンコウ、マコガレイ、ナマコ、ヒラメなどを主な漁

獲対象魚種とするが、特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、魚種別に資源

管理措置を行うこととはせず、全ての魚種を対象に包括的に管理措置を講じることとする。 

本県におけるさし網漁業の漁獲量は、平成６年以降２，０００～３，０００トンで安定的

に推移している。平成２１年の漁獲量は２，９０８トンであった。 
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青森県におけるさし網漁業漁獲量及び漁獲金額の推移 

（２）資源管理措置 
さし網漁業については、マダラ、キアンコウ、マコガレイ、ナマコ、ヒラメなどを主な漁

獲対象魚種とするが、特定の魚種を選択的に漁獲することは難しい。また、いずれの魚種も

来遊状況によって漁獲量は年により大きく変動する。 

一方、全体の漁獲量は近年安定して推移しており、今後ともこの状況を維持するためには、

漁業調整規則、許可内容、制限又は条件、漁業権行使規則を遵守する他、自主的措置として

下記の措置に取り組む必要がある。 
１）休漁の設定 
２）ヒラメ種苗放流 
※ ヒラメが漁獲されない漁場、期間においては、２）ヒラメ種苗放流を除く。 

また、上記で定める資源管理措置の他、ヒラメ全長３５ｃｍ未満魚再放流、ヒラメを対象

とした区域規制（青森県太平洋海域ヒラメ資源回復計画）、漁具制限、ウスメバル小型魚再放

流（日本海地区：１１０ｇ未満魚、津軽海峡地区：９０ｇ未満魚（青森県ウスメバル資源回

復計画））、キアンコウ２ｋｇ未満魚再放流（風間浦村地区）、ミズダコ３ｋｇ未満個体再放流
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（日本海～太平洋北部地区）等の資源管理措置についても、従前通り取り組むことにより、

積極的な資源の維持増大に努めることとする。 

 
３ かご漁業 
（１）漁獲の状況 

かご漁業については、タコ、カニ、ウニ、エビなどを主な漁獲対象魚種とするが、一年を

通じて特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、魚種別に資源管理措置を行う

こととはせず、全ての魚種を対象に包括的に管理措置を講じることとする。 

本県におけるかご漁業の漁獲量は、昭和６１年に最高となる４，３０４トンを記録したが

その後減少し、平成３年には２，２８１トンとなった。その後は増加し、平成１４年には   

３，７６５トンとなったが再び減少傾向となり、平成２１年の漁獲量は２，６６１トンであ

った。 
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青森県におけるかご漁業漁獲量及び漁獲金額の推移 

※一部かご漁業以外の漁獲も含む。 

（２）資源管理措置 
かご漁業については、タコ、カニ、ウニ、エビなどを主な漁獲対象魚種とするが、一年を

通じて特定の魚種を選択的に漁獲することは難しい。また、いずれの魚種も分布状況によっ

て漁獲量は年により大きく変動する。 

一方、全体の漁獲量は近年減少傾向で推移しており、減少傾向に歯止めをかけるためには、

漁業調整規則、許可内容、制限又は条件、漁業権行使規則を遵守する他、自主的措置として

下記の措置に取り組む必要がある。 
１）休漁の設定 

また、上記で定める資源管理措置の他、ミズダコ３ｋｇ未満個体再放流（日本海～太平洋

北部地区）等の資源管理措置についても、従前通り取り組むことにより、積極的な資源の維

持増大に努めることとする。 

 
４ 一本釣漁業 
（１）漁獲の状況 

一本釣漁業については、マグロ、ウスメバル、ブリ、サクラマス、ヒラメなどを主な漁獲
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対象魚種とするが、特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、魚種別に資源管

理措置を行うこととはせず、全ての魚種を対象に包括的に管理措置を講じることとする。 

本県における一本釣漁業の漁獲量は、平成９年に最高となる２，１４９トンを記録したが

その後減少した。平成１５年には１，６６１トンにまで回復したがその後は再び減少傾向と

なり、平成２１年の漁獲量は１，２７１トンであった。 
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青森県における一本釣漁業漁獲量及び漁獲金額の推移 

（２）資源管理措置 
一本釣漁業については、マグロ、ウスメバル、ブリ、サクラマス、ヒラメなどを主な漁獲

対象魚種とするが、特定の魚種を選択的に漁獲することは難しい。また、いずれの魚種も来

遊状況によって漁獲量は年により大きく変動する。 

一方、漁獲水準は中位であるものの、漁獲の動向は減少傾向であることから、減少傾向に

歯止めをかけるためには、漁業調整規則、許可内容、制限又は条件、漁業権行使規則を遵守

する他、自主的措置として下記の措置に取り組む必要がある。 
１）休漁の設定 
２）ヒラメ種苗放流 
※ ヒラメが漁獲されない漁場、期間においては、２）ヒラメ種苗放流を除く。 

また、上記で定める資源管理措置の他、ヒラメ全長３５ｃｍ未満魚再放流、ウスメバル小

型魚再放流（日本海地区：１１０ｇ未満魚、津軽海峡地区：９０ｇ未満魚（青森県ウスメバ

ル資源回復計画））、マコガレイ全長２０ｃｍ未満魚再放流、キアンコウ２ｋｇ未満魚再放流

（風間浦村地区）、等の資源管理措置についても、従前通り取り組むことにより、積極的な資

源の維持増大に努めることとする。 

 
５ はえ縄漁業 
（１）漁獲の状況 

はえ縄漁業については、サメ、マグロ、マダラなどを主な漁獲対象魚種とするが、特定の

魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、魚種別に資源管理措置を行うこととはせず、

全ての魚種を対象に包括的に管理措置を講じることとする。 

本県におけるはえ縄漁業の漁獲量は、昭和５６年に最高となる２，４１９トンを記録した

がその後減少傾向となり、平成１６年には６３９トンにまで減少した。平成１７年以降は再
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び増加し、平成２１年の漁獲量は１，６６８トンであった。 
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青森県におけるはえ縄漁業漁獲量及び漁獲金額の推移 

（２）資源管理措置 
はえ縄漁業については、サメ、マグロ、マダラなどを主な漁獲対象魚種とするが、特定の

魚種を選択的に漁獲することは難しい。また、いずれの魚種も来遊状況によって漁獲量は年

により大きく変動する。 

一方、漁獲水準は中位であり、漁獲の動向は増加傾向であることから、今後ともこの傾向

を維持するためには、漁業調整規則、漁業権行使規則を遵守する他、自主的措置として下記

の措置に取り組む必要がある。 
１）休漁の設定 

また、上記で定める資源管理措置の他、ヒラメ全長３５ｃｍ未満魚再放流、ウスメバル小

型魚再放流（日本海地区：１１０ｇ未満魚、津軽海峡地区：９０ｇ未満魚（青森県ウスメバ

ル資源回復計画））、キアンコウ２ｋｇ未満魚再放流（風間浦村地区）、ミズダコ３ｋｇ未満個

体再放流（日本海～太平洋北部地区）等の資源管理措置についても、従前通り取り組むこと

により、積極的な資源の維持増大に努めることとする。 

 
６ 小型機船底びき網漁業（手繰第一種漁業） 
（１）漁獲の状況 

小型機船底びき網漁業については、ヒラメ、マダラなどを主な漁獲対象魚種とするが、特

定の魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、魚種別に資源管理措置を行うこととは

せず、全ての魚種を対象に包括的に管理措置を講じることとする。 

本県における小型機船底びき網漁業の漁獲量は、平成元年に最高となる１４，３６９トン

を記録したがその後は減少し、平成４年には６，３２０トンとなった。平成６年には    

１２，８７５トンにまで回復したが再び減少し、平成７年以降、年変動はあるものの    

３，０００～６，０００トンで推移している。平成２１年の漁獲量は３，８４１トンであっ

た。 
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青森県における小型機船底びき網漁業漁獲量及び漁獲金額の推移 

（２）資源管理措置 
小型機船底びき網漁業については、ヒラメ、マダラなどを主な漁獲対象魚種とするが、特

定の魚種を選択的に漁獲することは難しい。また、いずれの魚種も来遊状況によって漁獲量

は年により大きく変動する。 

一方、全体の漁獲量は近年安定して推移しており、今後ともこの状況を維持するためには、

漁業調整規則、許可内容、制限又は条件を遵守する他、自主的措置として下記の措置に取り

組む必要がある。 
１）休漁の設定 
２）ヒラメ種苗放流 

また、上記で定める資源管理措置の他、ヒラメ全長３５ｃｍ未満魚再放流、漁具規制、区

域規制、操業時間制限等の資源管理措置についても取り組むことにより、積極的な資源の維

持増大に努めることとする。 

 

第３ その他 

１ 本資源管理指針に従い、関係する漁業者等が資源管理計画を定めた場合は、同計画に記載さ

れる資源管理措置について、各関係漁業者は誠実に履行することが必要であるため、青森県資

源管理協議会は、別紙に記載する手段を用い、その履行を適切に確認することとし、各関係漁

業者は、同協議会の行う履行確認に積極的に協力しなければならない。 
  また、履行確認については、漁獲量把握システムも合わせて活用することとする。 
  なお、本指針に記載していない自主的資源管理措置についても、従前通り取組を継続し、適

切な管理措置を怠ってはならない。 
  さらに、各関係漁業者は、休漁期間中も含め、種苗放流や漁場整備などの取組に積極的に参加し、

資源の増大に努めるとともに、水質の保全、藻場及び干潟の保全及び造成、森林の保全及び整備等

により漁場環境の改善にも引き続き取り組む必要がある。 
２ 本指針で使用する漁獲量及び漁獲金額データは、青森県海面漁業に関する調査結果書（属地調査

年報）出典である。なお、シラウオ及びワカサギ漁獲量は小川原湖漁協調べ、シジミ漁獲量は漁業・

養殖業生産統計年報（農林水産省統計部）出典である。 
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別紙 
 

資源管理措置の履行確認手段について 

 
 各漁業の行う資源管理措置の履行確認に当たっては、下記左欄の資源管理措置ごとに、右欄に掲

げる各手段を用いることとし、併せて漁獲量把握システムを活用するものとする。 
 

資源管理措置 履行確認手段 
休漁・禁漁期間 ・操業日誌 

・市場荷受伝票 
・漁協仕切伝票 
※操業日誌と市場荷受伝票若しくは漁協仕切伝票を合わせて提出す

ること。 
・係船又はドックにて休漁している漁船の写真（係船休漁の場合） 

漁獲量規制 ・操業日誌 
・市場荷受伝票 
・漁協仕切伝票 
※操業日誌と市場荷受伝票若しくは漁協仕切伝票を合わせて提出す

ること。 
 

種苗放流 ・種苗放流に要した経費を負担した証拠書類 
・種苗放流、中間育成に参加した証拠書類 
 

 


